[bookmark: _GoBack]裏面の注意事項を確認のうえ、太枠内を記入してください。
	西袋コミュニティセンター使用許可申請書
令和　　年　　月　　日　
　須賀川市長
申請者　住　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
団　体　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電　　　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
使用責任者　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　　　　　　　　

　下記のとおり使用したいので許可してください。

	使用日時
	　　　年　　月　　日(  )　　　時　　　分～　　　時　　　分
　　　年　　月　　日(  )　　　時　　　分～　　　時　　　分
　　　年　　月　　日(  )　　　時　　　分～　　　時　　　分
　　　年　　月　　日(  )　　　時　　　分～　　　時　　　分
　　　年　　月　　日(  )　　　時　　　分～　　　時　　　分

	使用場所
	□講堂　□研修室（和室）　□会議室　□調理実習室
※使用する部屋に✓をしてください。

	使用目的
	（□営利　□非営利）

	使用の設備・備品
	□机　□椅子　□黒板（ホワイトボード）　□調理器具　□食器類
□視聴覚器具（有料）　□座布団　□その他（　　　　　　　　　）

	入場料若しくはこれに
類するものの徴収の有無
	有円
	無

	使用者が行う特別の
設備装飾等
	□看板　□のぼり旗　□チラシ・ポスター　□その他（　　　　　）

	その他特記事項
	

	使用料の減免
	1 無　　　　　2 免除　　　　3 減額

	減免理由
	市等　2 地域団体等　3 市内子育て支援施設・高校　
4 その他免除（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5 市等の後援　6 国・地方公共団体　7 教育活動　
8 公益的事業（① 社会教育団体 ② 市民活動団体 ③ その他）

	[bookmark: _Hlk219204268]※　使　　　用　　　料
	計算基礎
	
	合計
	円

	※　使用条件
	
	許可印
	


須賀川市西袋行政センター（コミュニティセンター）使用上の注意
　皆様に行政センター（コミュニティセンター）を気持ちよく利用していただくために、下記事項をご一読願います。
記
１　使用の仮予約は、使用希望日の３ヶ月前の月の初日から、電話等で受付をします。但し「西袋コミュニティセンター使用許可申請書」については、使用日の3通常開館日までに申請、使用料を入金してください。
２　開館時間は、午前９時からとなります。
３　仮予約を入れた時点で使用料の納入義務が発生しています。安易な予約や変更はご遠慮ください。また、指定の期日までに申請書の提出及び使用料の納入が確認できない場合、仮予約となっていても、使用を取り消しさせていただきます。
４　必ず職員に使用許可書及び領収書を提示し、確認を受けてから使用してください。確認を受けないままの使用はできません。なお、許可書及び領収書は再発行しませんので、紛失しないようご注意ください。
５　使用時間には、会場準備、後片付け及び清掃に要する時間も含みます。使用時間前に入室することはできません。
６　使用する部屋以外の部屋から机・椅子等の備品を持ち出し、使用することはできません。また、視聴覚器具については、別途料金（370円）が発生しますので、使用を希望する際は3通常開館日までに職員に申し出てください。
７　使用後は、部屋の清掃と戸締り確認を行ってください。また、使用した備品は必ず元の位置に戻してください。
８　清掃、戸締り確認を完了後、最後に退室する方が、使用者カードを事務室に提出し、確認を受けてください。
９　館内及び敷地内は全面禁煙となっております。
10　ご自分の持ち物については、盗難、紛失等のないよう、車内等に放置せず、各自責任をもって保管してください。
11　施設、設備、備品等を破損、汚損又は紛失した場合は、原状回復に要する費用を弁償していただきます。
12　使用後は、床のモップがけ清掃、机の雑巾がけ等を行い、次の使用者に支障を来さないように配慮し、使用者カードに必要事項を記入の上、事務室に提出願います。
13　チラシ、ポスター等の掲示や物品販売は、事前に許可を受けてください。
14　その他管理上支障があると認めたときや所員の指示に従わない場合は、使用の途中であっても使用をお断りすることがあります。その場合であっても使用料はお返ししません。
15　ゴミはお持ち帰りください。
